
スタート
令 和 ２ 年 中 の 期 間 で

収入はありましたか？

あなたは町内在住の

家族の税法上の

扶養親族ですか？

申告の義務はありませんが、所得（課

税）証明書の発行や、国民健康保険税・

軽減判定などに必要なため、町民税

の申告を行うことをおすすめします。

①公的年金収入のみ

②１か所からの給与収入のみ

③上記以外

年 末 調 整 を

受けていますか？

源 泉 徴 収 票 の

控除内容に変更や

追加がありますか？

以下の項目に当てはまりますか？
・非課税収入（障害年金、遺族年金など）のみ

・公的年金の収入、およびそれ以外の収入がある

・２か所以上からの給与収入がある

・１か所からの給与収入、およびそれ以外の収入がある

・自営業を営んでいる（営業所得がある）

・農業による収入がある（農業所得がある）

・土地、建物などを貸し収入がある（不動産所得がある）

・土地、建物や株式などを売った（公共事業も含む）

・上記以外の収入がある

収入の内容は？申告は

不要です

確定申告または

町県民税の

申告が必要です

役場税務住民課、または尾鷲税務署にご確認ください。

◆申告対象者診断フローチャート

※この図は、申告が必要かどうかを簡単に判断するための目安ですので、当てはまらない場合があります。

町県民税の申告を

おすすめします

源泉徴収票の控除

内 容 に 変 更や 追 加
がありますか？または、

新規に住宅借入金等特

別控除を受けますか？

いいえ

はい
はい

いいえ

はい

いいえ
はい

いいえ

はい

はい

いいえ
NO

NO

NO

NO

いいえ
NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

ONE

TWO

TH
RE
E

YES

③

②

①

所得税・町県民税の申告はお早めに！
町では、申告相談を 11 ページの表①、表②の日程表のとおり行います。
なお、申告に際しては、多くの方にお待ちいただくことなく申告相談を行

えるよう、事前に帳簿や領収書などの集計を行ったうえでお越しください。
また、青色申告を行う方、消費税の申告を行う方、贈与税の申告を行う方、

土地、建物などを売却された方などは、直接税務署に相談してください。　
▶申告に関して詳しくは、役場税務住民課（☎３３－０３３７）または、尾鷲税
務署（☎０５９７－２２－２２２４）までお問い合わせください。

❶ 
所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
方

1
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
・

そ
の
他
の
事
業
）、
配
当
所
得
、

不
動
産
所
得
、
利
子
所
得
お

よ
び
公
的
年
金
以
外
の
雑
所

得
の
あ
る
方

2
給
与
所
得
の
あ
る
方
（
ア
ル

バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
代
、
専
従
者

給
与
も
含
み
ま
す
。
以
下
同
じ

で
す
）
で
次
に
該
当
す
る
方

㋐
令
和
２
年
中
に
退
職
し
、
再
就

職
し
て
い
な
い
方

申
告
が
必
要
な
方

　

令
和
３
年
１
月
１
日
現
在
、

町
内
に
住
所
の
あ
る
方
で
、
還

付
申
告
を
す
る
方
や
事
業
所
得

が
あ
る
方
な
ど
は
申
告
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　

所
得
税
・
町
県
民
税
の
申
告

は
、
こ
れ
ら
の
税
額
だ
け
で
な

く
、
国
民
健
康
保
険
税
や
介
護

保
険
料
な
ど
の
算
出
の
た
め
に

必
要
な
も
の
で
す
。
申
告
が
必

要
な
方
は
、
期
間
内
に
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

　

次
ペ
ー
ジ
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
を
参
考
に
申
告
が
必
要
か
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を

さ
れ
た
方
は
、
町
県
民
税
の
申
告

は
不
要
と
な
り
ま
す
。

㋑
給
与
所
得
以
外
に
20
万
円
以

上
の
他
の
所
得
の
あ
る
方

㋒
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
方

㋓
勤
務
先
か
ら
町
に
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

❷ 

町
県
民
税
申
告
が
必
要
な
方

町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
だ
と

思
わ
れ
る
方
に
は
町
か
ら
申
告
書

を
送
付
し
ま
す
。

ま
た
、
申
告
が
必
要
で
申
告

書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
お
手

数
で
す
が
、
役
場
税
務
住
民
課

へ
ご
連
絡
い
た
だ
く
か
、
申
告

会
場
ま
た
は
役
場
窓
口
に
て
お

受
け
と
り
く
だ
さ
い
。

1
給
与
所
得
以
外
に
20
万
円
未

満
の
他
の
所
得
の
あ
る
方

2
障
害
年
金
ま
た
は
遺
族
年
金

の
み
の
方

3
町
外
在
住
の
親
族
の
配
偶
者

控
除
・
扶
養
控
除
の
対
象
に

な
っ
て
い
る
方

※
所
得
が
な
い
方
で
も
、
国
民

健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
し
て
お
り
、

保
険
税
等
の
軽
減
を
受
け
る

場
合
や
、
所
得
に
関
す
る
証

明
書
（
年
金
、
福
祉
、
公
営

住
宅
、
教
育
、
融
資
関
係
な
ど
）

を
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

❸
申
告
が
不
要
な
方

1
収
入
は
給
与
の
み
で
、
年
末
調

整
が
済
ん
で
お
り
、
控
除
の
追

加
、
変
更
な
ど
を
行
わ
な
い
方

2
収
入
は
公
的
年
金
等
の
み
で

控
除
の
追
加
、
変
更
な
ど
を
行

わ
な
い
方

3
収
入
が
な
く
、
町
内
に
在
住
の

家
族
の
税
法
上
の
扶
養
親
族
と

な
っ
て
い
る
方

❹ 

所
得
税
還
付
申
告
を
さ
れ
る
方

　

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
義

務
の
な
い
人
で
も
、
次
の
控
除

な
ど
を
申
告
を
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
納
め
過
ぎ
と
な
っ
て

い
る
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

1
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け

る
方
（
年
間
10
万
円
以
上
ま
た

は
所
得
金
額
の
５
％
以
上
の
医

療
費
の
自
己
負
担
、
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
は
１

２
，
０
０
０
円
以
上
の
対
象
薬

品
の
購
入
費
が
あ
る
方
）

2
寄
附
金
控
除
の
適
用
を
受
け

る
方

3
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

4
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
扶
養
控
除
や
社
会
保
険
料

控
除
な
ど
を
受
け
る
方

申告相談期間は、２月 16 日㈫から３月 15 日㈪まで
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